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公布 条例

◇ 鳥取県保健所条例 一部 改正 条例（ ）（福祉保健課）……………………………………

鳥取県特別医療費助成条例 一部 改正 条例（ ）（障害福祉課）…………………………

鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例 一部 改正 条例（ ）（〃）……………………

鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例（ ）

（長寿社会課）…………………………………………………………………………………………

鳥取県立精神保健福祉 ー 設置及 管理 関 条例及 鳥取県精神保健福祉

審議会条例 一部 改正 条例（ ）（健康対策課）……………………………………………

鳥取県小規模事業主育児休業代替要員確保助成条例 一部 改正 条例（ ）

（男女共同参画推進課）………………………………………………………………………………

鳥取県 処理師調理師試験委員条例 一部 改正 条例（ ）（県民生活課）……………

鳥取県 ー 師試験委員条例 一部 改正 条例（ ）（〃）…………………………

鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例 一部 改正 条例（ ）（住宅環境課）……………

鳥取県被災者住宅再建支援条例 一部 改正 条例（ ）（〃）………………………………

◇鳥取県保健所条例 一部 改正 条例

鳥取県日野保健所 名称、位置及 所管区域 次 。（第 条関係）

鳥取県米子保健所根雨支所 廃止 。（第 条関係）

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 鳥取県結核診査協議会条例及 鳥取県感染症診査協議会条例 、所要 改正 行

。

◇鳥取県特別医療費助成条例 一部 改正 条例

乳幼児 係 医療費 助成対象 次 改 。（別表関係）
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ふぐ の を する

ふぐ に することができる に のある を えることとした

親家庭 係 医療費 助成対象 父子 加 。（別表関係）

精神障害者 係 医療費 助成 要件及 範囲 身体障害者及 知的障害者 同様 。

（第 条、第 条、別表関係）

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例 一部 改正 条例

助成 対象 小規模作業所 難病患者 通所 小規模作業所 加 。（第 条関

係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県立智頭心和苑及 鳥取県立日南石霞苑 廃止 。（第 条、第 条、第 条関係）

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県立精神保健福祉 ー 設置及 管理 関 条例及 鳥取県精神保健福祉審議会条例 一部

改正 条例

鳥取県立精神保健福祉 ー 設置及 管理 関 条例 一部改正

鳥取県立精神保健福祉 ー 業務 次 業務 加 。（第 条関係）

（ ） 鳥取県精神医療審査会 事務

（ ） 通院医療 公費負担 申請及 精神障害者保健福祉手帳 交付 申請 対 決定 関 事務

専門的 知識及 技術 必要

鳥取県精神保健福祉審議会条例 一部改正

鳥取県精神保健福祉審議会 通院公費負担医療・精神障害者保健福祉手帳審査部会 廃止

。（第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県小規模事業主育児休業代替要員確保助成条例 一部 改正 条例

鳥取県小規模事業主育児休業代替要員確保助成条例 失効日 平成 年 月 日（現行 平成 年 月

日） 。（附則関係）

小規模事業主 雇用 労働者 育児休業 制度 準 措置 講 場合 、

当該労働者 当該措置 係 休業 終了後速 職場 復帰 、当該育児休業 係

代替要員 雇用 小規模事業主 対 、補助金 交付 。（第 条関係）

条例 公布 日 施行 平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県 処理師調理師試験委員条例 一部 改正 条例

処理師調理師試験委員 委嘱 者 学識経験 者 加 。（第
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条関係）

条例 、公布 日 施行 。

◇鳥取県 ー 師試験委員条例 一部 改正 条例

ー 師試験委員 委嘱 者 学識経験者 加 。（第 条関係）

条例 、公布 日 施行 。

◇鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例 一部 改正 条例

優良木造住宅 要件 優良 木材 知事 認 （現行 県内 製材加工 木材） 使用

割合 ー 以上 。（第 条関係）

補助金 交付 要件 住宅金融公庫 資金 借受 除 。（第 条関係）

補助金 額 戸 万円（現行 万円） 。（第 条関係）

鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例 失効日 平成 年 月 日（現行 平成 年 月 日）

。（附則関係）

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県被災者住宅再建支援条例 一部 改正 条例

知事 、鳥取県被災者住宅再建支援基金 管理及 処分 状況 、毎年度、参加市町村 報告

。（新第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県保健所条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県保健所条例 一部 改正 条例

鳥取県保健所条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下本則 「改正部分」 。） 対応 同表 改正

後 欄中下線 引 部分（以下本則 「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分

当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 、次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加

。

２

１ ２

２

１

２

２ ３

３ １ ４

４ ３ ３

５

１ ４ １

２

１

２

３

３

６

この は の から することとした

クリ ニング の を する

クリ ニング に することができる に を えることとした

この は の から することとした

の を する

の を な として が めるもの で された の

が パ セント であることとすることとした

の の から からの の けを くこととした

の を につき とすることとした

の を とする

こととした

この は から することとした

の を ずることとした

の を する

は の び の を に すること

とした

その の の を うこととした

この は の から することとした

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた において という に する の

の が かれた において という が する には

を に め に する が しない には を る

の の の の で まれた を り の の の の で まれた を え

る

50

60 30

17 31 15 31

14

10

14 29

12

鳥取県条例第 号21

条 例



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 404 ３

改 正 後 改 正 前

（名称、位置及 所管区域）

第 条 保健所 名称、位置及 所管区域 、次

。

名 称 位置 所管区域
略

鳥取県米子
保健所

米子市 米子市、境港市、西伯郡
及 日野郡

（支所）

第 条 地域保健法第 条 規定 基 、鳥取県鳥取

保健所 郡家支所 、鳥取県米子保健所 根雨支所

設置 。

郡家支所及 根雨支所 名称、位置及 所管区域 、

次 。

名 称 位置 所管区域
鳥取県鳥取
保健所郡家
支所

八頭郡
郡家町

八頭郡

鳥取県米子
保健所根雨
支所

日野郡
日野町

日野郡

（名称、位置及 所管区域）

第 条 保健所 名称、位置及 所管区域 、次

。

名 称 位置 所管区域
略

鳥取県米子
保健所

米子市 米子市、境港市及 西伯
郡

鳥取県日野
保健所

日野町 日野郡

（支所）

第 条 地域保健法第 条 規定 基 、鳥取県鳥取

保健所 郡家支所 設置 。

郡家支所 名称、位置及 所管区域 、次

。

名 称 位置 所管区域
鳥取県鳥取
保健所郡家
支所

八頭郡
郡家町

八頭郡

改 正 後 改 正 前

（協議会 名称）

第 条 協議会 名称 、次 。

名 称 関係保健所

鳥取県鳥取保健所結核診
査協議会

鳥取県鳥取保健所

鳥取県倉吉保健所結核診
査協議会

鳥取県倉吉保健所

鳥取県米子・日野保健所
結核診査協議会

鳥取県米子保健所及
鳥取県日野保健所

（協議会 名称）

第 条 協議会 名称 、次 。

名 称 関係保健所

鳥取県鳥取保健所結核診
査協議会

鳥取保健所

鳥取県倉吉保健所結核診
査協議会

倉吉保健所

鳥取県米子保健所結核診
査協議会

米子保健所
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附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（鳥取県結核診査協議会条例 一部改正）

鳥取県結核診査協議会条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 項 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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改 正 後 改 正 前

（名称）

第 条 協議会 名称 、次 。

名 称 関係保健所

略

鳥取県西部感染症診査協
議会

鳥取県米子保健所及
鳥取県日野保健所

（名称）

第 条 協議会 名称 、次 。

名 称 関係保健所

略

鳥取県西部感染症診査協
議会

鳥取県米子保健所

改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 略

略

条例 「被保険者等負担金」 、社会

保険各法 他 法令 規定 被保険者等 負担

費用（別表第 号 掲 者 、病院

又 診療所（以下「病院等」 。） 入院

場合 入院時 食事療養 係 費用 除 、

病院等 通院 場合 精神保健及 精

神障害者福祉 関 法律（昭和 年法律第 号）

第 条第 項 規定 精神障害 医療 要 費用

限 。） 。

（助成）

第 条 知事 、市町村 別表 掲 者（生活保護法

（定義）

第 条 略

略

条例 「被保険者等負担金」 、社会

保険各法 他 法令 規定 被保険者等 負担

費用 。

（助成）

第 条 知事 、市町村 別表 掲 者（生活保護法
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25 123

32

（鳥取県感染症診査協議会条例 一部改正）

鳥取県感染症診査協議会条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

鳥取県特別医療費助成条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県特別医療費助成条例 一部 改正 条例

鳥取県特別医療費助成条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分

存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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（昭和 年法律第 号） 保護 受 者

及 同表第 号 掲 者 病院等 入院

老人保健法 規定 医療 受

除 。） 医療費 被保険者等負担金 助

成 、当該市町村 対 、 助成 要

経費 補助金 交付 。

前項 規定 補助金 額 、次 掲 額 合

算額 。

（ ） 別表第 号 掲 者 歳以上 歳未満

者（病院等 入院 者 除 。） 係 被

保険者等負担金 助成 要 経費 額（ 額

被保険者等負担金 額 一部負担金 額 相当

額 控除 額 分 相当 額（以下

「補助限度額」 。） 超 、補助限

度額）

（ ） 別表第 号 掲 者 病院等 入院

及 同表第 号 第 号 掲 者

（前号 規定 者 除 。） 係 被保険者等負

担金 助成 要 経費 額 分 相当

額（ 額 補助限度額 超 、補助限度

額）

（ ） 前 号 規定 者以外 者 係 被保険者等

負担金 助成 要 経費 額 分 相当

額

～ 略

別表（第 条、第 条関係）

（ ）及 （ ） 略

（ ） 精神保健及 精神障害者福祉 関 法律第

条第 項 規定 交付 受 精神障害者保健

福祉手帳 精神障害 程度 級 者 記

載 者 規則 定

（ ） 略

（ ） 母子及 寡婦福祉法（昭和 年法律第 号）

第 条第 項 規定 配偶者 女子 現 児

童（ 歳 達 日以後 最初 月 日 間

者 。以下同 。） 扶養

規則 定 及 者 扶養

児童

（ ） 歳未満 者（ 歳以上 者 、病院

等 入院 者 限 。）

（昭和 年法律第 号） 保護 受 者

除 。） 医療費 被保険者等負担金

助成 、当該市町村 対 、 助成 要

経費 補助金 交付 。

前項 規定 補助金 額 、次 掲 額 合

算額 。

（ ） 別表第 号 掲 者 歳以上 歳未満

者（病院又 診療所（以下「病院等」 。）

入院 者 除 。） 係 被保険者等負担

金 助成 要 経費 額（ 額 被保険者等負

担金 額 一部負担金 額 相当 額 控除

額 分 相当 額（以下「補助限度額」

。） 超 、補助限度額）

（ ） 別表第 号 第 号 掲 者（前号

規定 者 除 。） 係 被保険者等負担金 助

成 要 経費 額 分 相当 額（

額 補助限度額 超 、補助限度額）

（ ） 前 号 規定 者以外 者 係 被保険者等

負担金 助成 要 経費 額 分 相当

額

～ 略

別表（第 条、第 条関係）

（ ）及 （ ） 略

（ ） 精神保健及 精神障害者福祉 関 法律（昭

和 年法律第 号）第 条第 項 規定 交

付 受 精神障害者保健福祉手帳 精神障害 程

度 級 者 記載 者

（ ） 略

（ ） 母子及 寡婦福祉法（昭和 年法律第 号）

第 条第 項 規定 配偶者 女子並 同

項及 母子及 寡婦福祉法施行令（昭和 年政令第

号）第 条中「女子」 「男子」 、

同条第 号中「母」 「父」 読 替

場合 同項 規定 配偶者 男子 現

児童（ 歳 達 日以後 最初 月 日

間 者 。以下同 。） 扶養

規則 定 並 者 扶

養 児童

（ ） 小学校就学 始期 達 間 者

（ 歳以上 者 、病院等 入院

者 限 。）

25 144

45

39 129

18 31

25 144

25 123 45

39 129

39

224

18 31

による を けている

び に げる のうち に してい

るもので の による を けるものを

く の のうち について

するときは に し その に する

について を する

の による の は に げる の

とする

に げる のうち

の に している を く に る

の に する の その が

の から の に す

る を した の の に する

という を えるときは

に げる のうち に して

いるもの び から までに げる

に する を く に る

の に する の の の に する

その が を えるときは

に する の に る

の に する の の の に す

る

び

び に する

の により を けた

に の が である として

されている で で めるもの

び

に する のない で に

に する の の までの

にある をいう じ を しているもの

のうち で めるもの びその が している

の の にあっては

に している に る

による を けている

を く の のうち について

するときは に し その に す

る について を する

の による の は に げる の

とする

に げる のうち

の は という

に している を く に る

の に する の その が

の から の に する を し

た の の に する

という を えるときは

から までに げる に

する を く に る の

に する の の の に する その

が を えるときは

に する の に る

の に する の の の に す

る

び

び に する

の により

を けた に の

が である として されている

び

に する のない びに

び び

とあるのは と

とあるのは と み えた

における に する のない で

に に する の の まで

の にある をいう じ を している

もののうち で めるもの びにこれらの が

している

の に するまでの にある

の にあっては に している

に る

３

２

１ ６ ２ ３

２ １

２ ３

４ ６

２ １

３ ２

２ １

３ ９

２ ３

１ ２

３

２

１

４

５

５ １

３

６ ４ ３

２

１ ６ ２ ３

２ １

２ ４ ６

２ １

３ ２

２ １

３ ９

２ ３

１ ２

３

２

１

４

５

５ １

１

２

３

６

４

附 則

（施行期日）



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 40 7３

改 正 後 改 正 前

（目的）

第 条 条例 、小規模作業所 運営並 施設及

設備 整備 要 経費 助成 、在

宅 障害者等 活動 場 確保 、 障害者等

社会参加 促進 目的 。

（定義）

第 条 条例 「障害者等」 、身体障害

者、知的障害者若 精神障害者又 難病 知

事 指定 疾患 患 者 。

条例 「小規模作業所」 、障害者等

通所 、障害者等 能力 応 作業訓練、生活

指導等 行 施設（市町村 運営 除 。）

、知事 別 定 基準 運営

。 、社会福祉法（昭和 年法律第 号）

第 条第 項 社会福祉事業 用 供 施設 除 。

（目的）

第 条 条例 、小規模作業所 運営並 施設及

設備 整備 要 経費 助成 、在

宅障害者 活動 場 確保 、 障害者 社会参

加 促進 目的 。

（定義）

第 条 条例 「障害者」 、身体障害者、

知的障害者又 精神障害者 。

条例 「小規模作業所」 、障害者

通所 、障害者 能力 応 作業訓練、生活指導

等 行 施設（市町村 運営 除 。）

、知事 別 定 基準 運営

。 、社会福祉法（昭和 年法律第 号）第

条第 項 社会福祉事業 用 供 施設 除 。

１

２

２

２ １

１

２

２

２

１

この は の びに

び の に する を することにより

の の の を し もって の

を することを とする

この において とは

しくは は として

が する にり している をいう

この において とは

を させ の に じた

を う が するものを く

であって が に める により されるも

のをいう ただし

の の に する を く

この は の びに

び の に する を することにより

の の を し もって の

を することを とする

この において とは

は をいう

この において とは を

させ の に じた

を う が するものを く であっ

て が に める により されるものをい

う ただし

の の に する を く

26 45 26 45

１ ４ １

２

３

１ ４ １

２

３ １ ２

３ １

２

この は から する

の の は この の の に ける に る の に

ついて し に けた に る の については なお の による

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を える

この は から する

の という の は この の の

に する の び の について し

に された の の び

の については なお の による

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

改正後 鳥取県特別医療費助成条例 規定 、 条例 施行 日以後 受 医療 係 医療費 助成

適用 、同日前 受 医療 係 医療費 助成 、 従前 例 。

鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例 一部 改正 条例

鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

改正後 鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例（以下「新条例」 。） 規定 、 条例 施行

日以後 交付決定 新条例第 条第 項 運営費補助金及 同条第 項 整備費補助金 適用 、同

日前 交付決定 改正前 鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例第 条第 項 運営費補助金及 同条

第 項 整備費補助金 、 従前 例 。

14

14 29

12 11

14

鳥取県条例第 号23



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 408 ３

改 正 後 改 正 前

（設置）

第 条 鳥取県立社会福祉施設 次 設置 。

種 別 名 称 位 置
略

特別養護老人
ー

略
鳥取県立皆生

苑
米子市

鳥取県立智頭心
和苑

八頭郡
智頭町

鳥取県立日南石
霞苑

日野郡
日南町

略

（特別養護老人 ー 使用料 徴収）

第 条 鳥取県立西伯有楽苑、鳥取県立三津白寿苑、鳥

取県立巌城 苑、鳥取県立皆生 苑、鳥取

県立智頭心和苑及 鳥取県立日南石霞苑 利用

、介護保険法（平成 年法律第 号）第 条第

項第 号 厚生労働大臣 定 基準 算定

費用 額及 同項第 号 厚生労働大臣 定 基

準 算定 費用 額 使用料 徴収 。

、老人福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第

項第 号 措置 利用 、 限

。

（管理 委託）

第 条 知事 、鳥取県立社会福祉施設 管理 関

事務 次 委託 。

（設置）

第 条 鳥取県立社会福祉施設 次 設置 。

種 別 名 称 位 置
略

特別養護老人
ー

略
鳥取県立皆生

苑
米子市

略

（特別養護老人 ー 使用料 徴収）

第 条 鳥取県立三津白寿苑、鳥取県立巌城 苑

及 鳥取県立皆生 苑 利用 、介護保

険法（平成 年法律第 号）第 条第 項第 号

厚生労働大臣 定 基準 算定 費用 額及

同項第 号 厚生労働大臣 定 基準 算定

費用 額 使用料 徴収 。 、老人福祉

法（昭和 年法律第 号）第 条第 項第 号 措

置 利用 、 限 。

（管理 委託）

第 条 知事 、鳥取県立社会福祉施設 管理 関

事務 次 委託 。

２

５

９

２ １

２

１

２

８

２

５

９ ２ １

２

１ ２

８

を のとおり する

ホ ム

み
どり

ホ ムにおける の

はごろも みどり

び の につい

ては

の が める により し

た の び の が める

により した の の を する ただ

し

の による については この りでな

い

の

は の に する

を のとおり する

を のとおり する

ホ ム
み

どり

ホ ムにおける の

はごろも

び みどり の については

の

が める により した の

び の が める により

した の の を する ただし

の

による については この りでない

の

は の に する

を のとおり する

123 48

38 133 11

123 48

38 133 11

鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 。

の び に する の を する をここに する

の び に する の を する

の び に する の を のように す

る

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を る

の の の の で まれた を る

14 29

39 11

３

鳥取県条例第 号24



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 40 9３

種別 名 称 委託先 委託事務
略

特別養
護老人
ー

略 社会福祉
法人鳥取
県厚生事
業団

鳥取県立皆
生 苑

鳥取県立智
頭心和苑

八頭郡智
頭町

鳥取県立日
南石霞苑

日野郡日
南町

施設設備 保
全及 入所者
養護 関
事務

略

種別 名 称 委託先 委託事務
略

特別養
護老人
ー

略 社会福祉
法人鳥取
県厚生事
業団

鳥取県立皆
生 苑

施設設備 保
全及 入所者
養護 関
事務

略

改 正 後 改 正 前

（目的）

第 条 条例 、地方自治法（昭和 年法律第 号）

第 条 第 項及 精神保健及 精神障害者福祉

関 法律（昭和 年法律第 号。以下「法」

。） 第 条第 項 規定 基 、鳥取県立精

神保健福祉 ー 設置及 管理 関 事項

定 目的 。

（目的）

第 条 条例 、地方自治法（昭和 年法律第 号）

第 条 第 項及 精神保健及 精神障害者福祉

関 法律（昭和 年法律第 号） 第 条第 項

規定 基 、鳥取県立精神保健福祉 ー 設

置及 管理 関 事項 定 目

的 。

ホ ム

みどり の
び

の に す
る

ホ ム
みどり

の
び

の に す
る

この は

の び び

に する と

いう の に づき

センタ の びその に する

について めることを とする

この は

の び び

に する

の に づき センタ の

びその に する について めることを

とする

１

２ １

６ １

１

２ １

６ １

22 67

244

25 123

22 67

244

25 123

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

条例 施行前 鳥取県立智頭心和苑又 鳥取県立日南石霞苑 利用 係 使用料 徴収 、

従前 例 。

鳥取県立精神保健福祉 ー 設置及 管理 関 条例及 鳥取県精神保健福祉審議会条例 一部 改正

条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県立精神保健福祉 ー 設置及 管理 関 条例及 鳥取県精神保健福祉審議会条例 一部

改正 条例

（鳥取県立精神保健福祉 ー 設置及 管理 関 条例 一部改正）

第 条 鳥取県立精神保健福祉 ー 設置及 管理 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号（以下 条 「移動号」 。） 対応

同表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号（以下 条 「移動後号」 。） 存在 場

合 、当該移動号 当該移動後号 、移動後号 対応 移動号 存在 場合 、当該移動後号

（以下 条 「追加号」 。） 加 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分（号 表示及 追加号 除 。） 加 。

１ ４ １

２

３

１ ３

この は から する

この の の は の に る の については な

お の による

センタ の び に する び の を

する をここに する

センタ の び に する び の を

する

センタ の び に する の

センタ の び に する の を

のように する

の の の の に が かれた この において という に する

の の の に が かれた この において という が する

には を とし に する が しない には

この において という を える

の の の が かれた の び を く を える

14

14 29

14

鳥取県条例第 号25



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 4010 ３

（業務）

第 条 精神保健福祉 ー 、次 掲 業務 行

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 鳥取県精神医療審査会 事務

（ ） 法第 条第 項及 第 条第 項 申請 対

決定 関 事務 専門的 知識及 技術

必要

（ ） 略

（ ） 略

（業務）

第 条 精神保健福祉 ー 、次 掲 業務 行

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

改 正 後 改 正 前

（部会）

第 条 審議会 、法第 条第 項及 第 条第 項

申請 関 必要 事項 審議 、通院公費

負担医療・精神障害者保健福祉手帳審査部会（以下

「部会」 。） 置 。

部会 、精神障害者 医療 関 事業 従事

者 委員 知事 指名 委員 人 組

織 。

部会 決議 、 審議会 決議 。

前 条 規定 、部会 運営 準用 。

（雑則）

第 条 略

（雑則）

第 条 略

３

１ ３

４

５ ３ １

６

７

３

１ ３

４

５

４ ３ １

２

４

３

４ ２

５４

センタ は に げる を

う

の

び の に す

る に する のうち な び を

とするもの

センタ は に げる を

う

に び の

に する な を させるため

という を く

は の に する に する

である のうちから が する で

する

の は これをもって の とする

の は の について する

32 45

32 45

（鳥取県精神保健福祉審議会条例 一部改正）

第 条 鳥取県精神保健福祉審議会条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動条」 。） 対応

同表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動後条」 。） 存在 場

合 、当該移動条 当該移動後条 、移動条 対応 移動後条 存在 場合 、当該移動条 削

。

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県小規模事業主育児休業代替要員確保助成条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県小規模事業主育児休業代替要員確保助成条例 一部 改正 条例

鳥取県小規模事業主育児休業代替要員確保助成条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正

の

の を のように する

の の の の に が かれた この において という に する

の の の に が かれた この において という が する

には を とし に する が しない には を

る

この は から する

の を する をここに する

の を する

の を のように す

２

４ １

３

40 33

14

14 29

11 17

鳥取県条例第 号26



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 40 11３

改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 条例 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 育児休業 育児休業、介護休業等育児又 家族

介護 行 労働者 福祉 関 法律（平成 年法

律第 号。以下「法」 ）第 条第 号 規

定 育児休業 。

（ ） 略

（補助金 交付）

第 条 県 、第 条 目的 達成 、小規模事

業主 雇用 労働者 知事 別 定 期間以上

育児休業 、当該育児休業終了後（法第 条第

項 規定 育児休業 制度 準 措置 講

場合 、当該措置 係 休業 終了

後）速 当該育児休業前 職場 復帰 、

当該育児休業 係 代替要員 雇用 小規模事業主

対 、予算 範囲内 小規模事業主育児休業代替要

員確保補助金（以下「補助金」 。） 交付 。

附 則

略

（ 条例 失効）

条例 、平成 年 月 日限 、 効力 失

。

前項 規定 、平成 年 月 日以前

代替要員 雇用 係 補助金 交付 、

従前 例 。

（定義）

第 条 条例 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 育児休業 育児休業、介護休業等育児又 家族

介護 行 労働者 福祉 関 法律（平成 年法

律第 号）第 条第 号 規定 育児休業 。

（ ） 略

（補助金 交付）

第 条 県 、第 条 目的 達成 、小規模事

業主 雇用 労働者 知事 別 定 期間以上

育児休業 、当該育児休業終了後速 当該育

児休業前 職場 復帰 、当該育児休業 係

代替要員 雇用 小規模事業主 対 、予算 範

囲内 小規模事業主育児休業代替要員確保補助金（以

下「補助金」 。） 交付 。

附 則

略

（ 条例 失効）

条例 、平成 年 月 日限 、 効力 失

。

前項 規定 、平成 年 月 日以前

代替要員 雇用 係 補助金 交付 、

従前 例 。

２

１

２

３

２ １

３

３ １

１

１

２ ３

３ ３

２

１

２

３

２ １

３

３ １

１

２ ３

３ ３

この において の に げる の

は に めるところによる

は

を う の に する

という｡ に

する をいう

の

は の を するため

に される が が に める

の をし

の により の に ずる が じら

れている にあっては に る の

やかに の に したときは

に る を した

に し の で

という を する

この の

この は り その を

う

の にかかわらず の

の に る の については なお

の による

この において の に げる の

は に めるところによる

は

を う の に する

に する をいう

の

は の を するため

に される が が に める

の をし やかに

の に したときは に

る を した に し の

で

という を する

この の

この は り その を

う

の にかかわらず の

の に る の については なお

の による

76

23

15 31

15 31

76

14 31

14 31

る

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を える

この は の から する ただし び の は から

する

ふぐ の を する をここに する

ふぐ の を する

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

附 則

条例 、公布 日 施行 。 、第 条第 号及 第 条 改正 、平成 年 月 日 施行

。

鳥取県 処理師調理師試験委員条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県 処理師調理師試験委員条例 一部 改正 条例

２ ２ ３ ４ １

３

14

14 29

鳥取県条例第 号27



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 4012 ３

改 正 後 改 正 前

（組織）

第 条 略

委員 、医師、 処理師又 調理師、学識経

験 者及 県 吏員 、試験 都度、知

事 委嘱又 任命 。

（組織）

第 条 略

委員 、医師、 処理師又 調理師及 県

吏員 、試験 、知事 委嘱又 任命

。

改 正 後 改 正 前

（組織）

第 条 略

委員 、技術経験者、学識経験者及 県 吏員

、試験 都度、知事 委嘱又 任命 。

（組織）

第 条 略

委員 、技術経験者及 県 吏員 、試験

、知事 委嘱又 任命 。

２

２

２

２

２

２

２

２

は ふぐ はふぐ

のある び の のうちから の

が は する

は ふぐ はふぐ び の

のうちから のつど が は す

る

は び の のう

ちから の が は する

は び の のうちから

のつど が は する

鳥取県 処理師調理師試験委員条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

附 則

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県 ー 師試験委員条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県 ー 師試験委員条例 一部 改正 条例

鳥取県 ー 師試験委員条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

附 則

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

ふぐ の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を える

この は の から する

クリ ニング の を する をここに する

クリ ニング の を する

クリ ニング の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を える

この は の から する

の を する をここに する

34 31

14 29

34 32

14 29

３

３

鳥取県条例第 号28



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 40 13３

改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 条例 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 優良木造住宅 軸組工法 木造住宅 、

県内 製材加工 木材 使用割合 ー

以上 他知事 別 定 建設基準

適合 。

（ ） 略

（補助金 交付）

第 条 県 、第 条 目的 達成 、住宅金融

公庫 資金 貸付 受 優良木造住宅 建設等

者 対 、予算 範囲内 優良木造住宅建設資

金補助金（以下「補助金」 。） 交付 。

（補助金 額）

第 条 補助金 額 、 戸 万円 。

附 則

略

（ 条例 失効）

条例 、平成 年 月 日限 、 効力 失

。

略

（定義）

第 条 条例 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 優良木造住宅 軸組工法 木造住宅 、

優良 木材 知事 認 使用割合

ー 以上 他知事 別 定

建設基準 適合 。

（ ） 略

（補助金 交付）

第 条 県 、第 条 目的 達成 、優良木造

住宅 建設等 者 対 、予算 範囲内 優良木

造住宅建設資金補助金（以下「補助金」 。）

交付 。

（補助金 額）

第 条 補助金 額 、 戸 万円 。

附 則

略

（ 条例 失効）

条例 、平成 年 月 日限 、 効力 失

。

略

２

１

２

３ １

４ １

１

２ ３

３

２

１

２

３ １

４ １

１

２ ３

３

この において の に げる の

は に めるところによる

の であって

で された の が パ セン

ト であることその が に める

に するものをいう

の

は の を するため

から の けを けて の

をした に し の で

という を する

の

の は につき とする

この の

この は り その を

う

この において の に げる の

は に めるところによる

の であって

な として が めるものの が

パ セント であることその が に める

に するものをいう

の

は の を するため

の をした に し の で

という を

する

の

の は につき とする

この の

この は り その を

う

50

30

15 31

50

60

17 31

鳥取県条例第 号29

鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例 一部 改正 条例

鳥取県優良木造住宅建設資金助成条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

平成 年 月 日以前 補助金 選定結果 通知 受 者 対 当該通知 係 補助金 交付

、 従前 例 。

鳥取県被災者住宅再建支援条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

の を する

の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を る

この は から する

に の の を けた に する に る の について

は なお の による

の を する をここに する

12 32

14

14 31

14 29

１ ４ １

２ ３

３



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 4014 ３

改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 条例 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地

震、津波、噴火 他 異常 自然現象 生

災害 、当該災害 県内 戸以上 住

宅 全壊 他被災地域 崩壊 招

市町村 財政 著 圧迫 重

大 被害 生 知事 参加市町村（第 条

第 項 規定 参加 申込 市町村（同

条第 項 規定 脱退 届出 市町村 除

。） 。以下同 。） 協議 指定

。

（基金 処分）

第 条 基金 、補助金 交付 必要 経費 充

場合又 第 条第 項 規定 返還 場合 限

処分 。

略

（参加市町村 報告）

第 条 知事 、毎年度、基金 管理及 処分 状況

参加市町村 報告 。

（参加 申込 等）

第 条 略

（委任）

第 条 略

附 則

略

（当初年度 特例）

当初年度 市町村 参加申込 場合

期限及 当初年度 県及 参加市町村 基金 拠出

期限 、第 条第 項及 第 項 規定

、知事 別 定 。

（定義）

第 条 条例 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地

震、津波、噴火 他 異常 自然現象 生

災害 、当該災害 県内 戸以上 住

宅 全壊 他被災地域 崩壊 招

市町村 財政 著 圧迫 重

大 被害 生 知事 参加市町村（第 条

第 項 規定 参加 申込 市町村（同

条第 項 規定 脱退 届出 市町村 除

。） 。以下同 。） 協議 指定

。

（基金 処分）

第 条 基金 、補助金 交付 必要 経費 充

場合又 次条第 項 規定 返還 場合 限

処分 。

略

（参加 申込 等）

第 条 略

（委任）

第 条 略

附 則

略

（当初年度 特例）

当初年度 市町村 参加申込 場合

期限及 当初年度 県及 参加市町村 基金 拠出

期限 、第 条第 項及 第 項 規定

、知事 別 定 。
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この において の に げる の

は に めるところによる

その の な により ず

る のうち により で の

が したものその の を くとと

もに の を しく するおそれのある

な が じたもので が

の による の みをした

の による の をした を

く をいう じ に して したもの

をいう

の

は の に な に てる

は の により する に

りこれを することができる

への

は の び の を

に するものとする

の み

における

に が みをしようとする

の び に び が に

する については び の

にかかわらず が に める

この において の に げる の

は に めるところによる

その の な により ず

る のうち により で の

が したものその の を くとと

もに の を しく するおそれのある

な が じたもので が

の による の みをした

の による の をした を

く をいう じ に して したもの

をいう

の

は の に な に てる

は の により する に り

これを することができる

の み

における

に が みをしようとする

の び に び が に

する については び の

にかかわらず が に める
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鳥取県条例第 号30

鳥取県被災者住宅再建支援条例 一部 改正 条例

鳥取県被災者住宅再建支援条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下「移動条」 。） 対応 同表 改正後 欄

中条 表示 下線 引 条（以下「移動後条」 。） 存在 場合 、当該移動条 当該移動後条

、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条（以下「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。以下「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（条 表示及 追加条 除 。） 改 。

の を する

の を のように する

の の の の に が かれた という に する の の

の に が かれた という が する には を

とし に する が しない には という を える

の の の が かれた の を く という を に

する の の が かれた の び を く に める
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条例 、公布 日 施行 。この は の から する



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 4016 ３

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】
（ ）

220 2,200
// . . . /

１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

URL:http: wwwl pref tottori jp


